
      【意見交換会の実施概要】

     １　意見交換会の概要

　　　(1)　調布市社会教育計画（素案）に関する公民館運営審議会委員と社会教育委員の意見交換会

　　　　ア　日時　令和４年１１月２９日（火）午後１時３０分～午後２時２０分

　　　　イ　場所　教育会館２階２０１研修室

　　　　ウ　参加者　公民館運営審議会委員長・副委員長　社会教育委員の会議議長・副議長

　　　　エ　傍聴者　４人

      (2)　調布市社会教育計画（素案）に関する市民意見交換会

　　　　ア　日時　令和４年１１月２９日（火）午後６時～午後８時

　　　　イ　場所　教育会館２階２０１，２０２研修室

　　　　ウ　参加者　２０人（社会教育委員７人，市民７人，社会教育施設職員６人）その他社会教育課職員

     ２　意見募集の結果概要

　     ＜提出意見の内訳＞

　     　全般に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１０件

　     　第１章「調布市社会教育計画の概要」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・６件

　     　第２章「計画の基本となる目標と施策」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・３８件

　     　第３章「社会教育計画の推進にあたって」に対する意見・・・・・・・・・・・・・・０件

　　　　 資料に対する意見・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・０件

　　　　 次期調布市社会教育計画策定に向けたアンケートに対する意見・・・・・・・・・・・０件

      (2)　意見の概要と意見に対する市の考え方　別紙のとおり

調布市社会教育計画（素案）に関する意見交換会の実施結果（案）

　　　(1)　意見提出件数：５４件（１２人）
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【意見の概要と意見に対する市の考え方】
全般

項目 No 御意見の概要 市の考え方

全般 1

前々回の社会教育計画を作るにあたって，その時は，３０人近くで話合いを重ね，
社会教育計画を市民とともにつくりあげ，社会教育自体を学んだというのが主だっ
た。今回の計画策定はそこら辺の，根本的なところが足りていないように思う。市
民が主体でつくったという点で，３つの理念，３つの原則があるわけで，策定に関
して，もう少し市民を巻込んだら，社会教育施設を利用している人たちが社会教育
自体を学ぶことが出来たと思う。社会教育委員は，既に社会教育を分かっていると
思う。一方で，社会教育施設を利用していても，社会教育，生涯教育，生涯学習っ
てなに？という人もいる。もう少し，丁寧にやってほしかった。そういう意味で，
今回のアンケートはもったいなかったと思う。

次期調布市社会教育計画策定にあたっては，社会教育に関する市の基本的な考え方
は変化していないと捉え，この度の改定は時点修正を行うこととし，調布市社会教
育委員で構成する調布市社会教育計画策定ワーキンググループ会議を設置し検討を
重ねてまいりました。また，公民館３館の利用者懇談会及び図書館協議会に計画策
定の御報告をするとともに意見聴取を行い，ワーキンググループ会議内では，公民
館運営審議会関係者や社会教育施設職員の意見を聞く機会を設けたほか，市民アン
ケートを実施するなど，市民や施設の意見を計画策定に活かす取組を行って参りま
した。
アンケートについても，時点修正という観点で，平成２４年度に実施したアンケー
ト結果は活かしつつ，委員意見をもとに，設問数は，回答しやすいよう，なるべく
少なく設定し，新たに考えられる課題の把握に努めました。

全般 2

英語の表記がわかりづらい。横文字について，生涯学習とは，というところと同じ
ように注釈があると分かりやすい。

御意見を踏まえて，１章に記載のあるSociety5.0及びICTについて注釈を追加しま
した。

全般 3

全体的に，行政計画なので仕方ないのかもしれないが，表現が固い。上位計画が
あってのものという風に感じる。第１期は市民がつくった。今回の計画は上位計画
が主となっていて，上位計画から降りてきたという印象を受ける。仕方がないこと
かもしれないが，この点は前回との違いであると感じる。市民のためにではなく，
市民が市の行政を手伝わなきゃいけない，という風に思えてしまう。そういった意
味で残念である。

全般 4

各計画等との関係ということだが，もちろん諸計画との整合性を図るというところ
は良いし，当たり前だと思うが，「調布市総合計画」及び「調布市教育プラン」を
上位計画とし，調布市社会教育計画は調布市教育プランに基づき，教育委員会が所
管する～とあり，これだとトップダウンという感じがする。そうじゃなくて，先に
教育プランとかがあって，それから社会教育計画を作るとなるのではなく，まず社
会教育計画があって，そこで社会教育とは何かとかそういうことを考えたうえで作
るべき。ただ他の計画等の整合性がとれないと困るから調整する，というのはいい
が，これだとまるでトップダウンのような気がして，社会教育は社会教育の基本的
な考え方や視点が総合計画等とは別にあって，そこから諸計画との整合性と考えて
いるなら良いが，総合計画や教育プランに載っていなかったら社会教育独自のもの
は何も出せないという感じがして気になる。

全般 5

最近の行政計画というのは，コンサルに丸投げにして，地名を変えればどこでも通
用するという風なのが多い。そういった意味で，調布市の社会教育計画はてづくり
で，自分たちの言葉で，というのは引続き大切にしていただきたい。

今回の改定については，市職員のみで作業を行っておりますが，今後必要に応じて
民間活力の活用も検討して参ります。

全般 6

ワーキンググループ・社会教育委員のメンバーに社会教育施設の利用者がいないこ
とも問題であると感じる。

社会教育委員は，「社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例
で定めるに当たって参酌すべき基準を定める省令」において，社会教育委員の委嘱
の基準等を「学校教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う
者並びに学識経験のある者の中から委嘱することとする。」とあるように，条件が
限られておりますが，多くが市内在住であり，社会教育施設を市民として利用して
おります。
また，社会教育施設利用者の意見については，公民館３館の利用者懇談会及び図書
館協議会に計画策定の御報告をするとともに意見聴取を行い，ワーキンググループ
会議内では，公民館運営審議会関係者や社会教育施設職員の意見を聞く機会を設け
たほか，市民アンケートを実施するなど，市民や施設の意見を計画策定に活かす取
組を行って参りました。検討経過については，市公式ホームページで公開しており
ます。

次期調布市社会教育計画策定にあたっては，調布市社会教育委員で構成する調布市
社会教育計画策定ワーキンググループ会議を設置し検討を重ねてまいりました。そ
の中で検討した内容が調布市教育プラン検討会の資料へ反映できるよう，スケ
ジュールを組み，作業を進めております。今後も，「調布市総合計画」「調布市教
育プラン」を上位計画とし，関係する計画とも整合を図って参ります。
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項目 No 御意見の概要 市の考え方

全般 7

今後つくるにあたって，市民を公募するとか，市民が社会教育の主体となるような
工夫をしてほしい。社会教育計画は社会教育課のものだけでなく，実施していくの
は各社会教育施設であると思う。利用者が計画を自分たちのものとするためには，
社会教育委員の会議で行われた委員の研究発表も図書館や公民館の人と一緒に学ん
でいく必要があるのではないか。

次期調布市社会教育計画策定にあたっては，社会教育委員の会議において，十分な
議論を尽くしたいとの希望があったことから，調布市社会教育委員で構成する調布
市社会教育計画策定ワーキンググループ会議を設置し検討を重ねてまいりました。
また，公民館３館の利用者懇談会及び図書館協議会に計画策定の御報告をするとと
もに意見聴取を行い，ワーキンググループ会議内では，公民館運営審議会関係者や
社会教育施設職員の意見を聞く機会を設けたほか，市民アンケートを実施するな
ど，市民や施設の意見を計画策定に活かす取組を行って参りました。
同時に，関係各課管理職で情報交換をする情報共有ミーティングを月２回程度実施
し，社会教育所管部署同士の意識共有を図っております。
社会教育委員の会議での議論については，会議を傍聴いただき，活動の参考として
いただけるよう，今後も社会教育委員の会議を公開で実施して参ります。

全般 8

全体的に，環境問題などの地域課題はどこにはいるのだろう。無理やり入れろとい
うわけではないが，どこに入るのかと漠然と思った。

環境問題などの個別課題については，市長部局を含め，各所管課で対応しておりま
す。市の取組については，調布市総合計画や調布市公式ホームページ，市報などで
御確認下さい。

全般 9

例えば生涯学習の言葉で，自己責任という言葉がすごくみんなの中では市民一般の
私達のなかで，自己責任という言葉が非常にクローズアップされている。その言葉
がすごく絶大的な力を持っているので，今の若者の教育格差もすごい。それは，自
己責任だから仕方がないというそういう発想である。それはおかしいということが
あまり出てこない。社会教育としての在りようが，もう一方で浮上してくるだけの
力を社会教育がなぜ持ち得ないのかというのが非常に私は不思議というか，これ
じゃいかんと思っているが，どうすればいいのかわからない。

頂いた御意見については，今後の取組の参考とさせていただきます。

全般 10

社会教育計画というところの社会教育課というところで，部局との連携というとこ
ろは公民館も必要なので，そこらへんのところは書いてあったと思うが，公民館に
関しては日常生活というまちづくりということに関しては社会教育課と公民館，そ
れから部局施設の場だということではないので，もうちょっと生涯学習にしても市
長部局だったり，ジュニアサブリーダー講習会にしても青少年というところでは子
ども政策とかそういったところに交流というか連携で事業をもっとできれば，もっ
と社会教育というところで豊かになるのではないかと思う。

事業の実施に当たっては，教育委員会内だけでなく，市長部局とも連携しながら進
めており，今後も連携しながら進めて参ります。

第１章　調布市社会教育計画の概要

案 No 御意見等の概要 市の考え方

６ページ

11

これが実現できたら，これで良いと私は思う。基本的な考え方について，私はこれ
いいなと思っている。それから３つの立場も，これがちゃんとできて欲しいと思っ
ている。

調布市の社会教育が目指す将来像「学びが広がり　人がつながり　みんなの願いで
つくるまち」を目標に市民と行政が将来像を共有し，ともに実現に向けて取り組ん
で参ります。

６ページ

12

スローガン「学びが広がり，人がつながり，みんなの願いでつくるまち」について
は，公民館でも同じように社会教育の拠点として，活動の中で確認しながら，ま
た，スローガンがわからなくてもつながりながら活動できているので良いと思う。
４つの目標も良いと思う。
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項目 No 御意見の概要 市の考え方

６ページ

13

私は社会教育と生涯学習の関係が市民としてよくわからない。私は子どもを育てな
がらずっと中央公民館があるときから成人学級をやったり，今も西部公民館で会を
作っていたりするけれども，いつから生涯学習という概念が。その時に先輩のよう
な方に教えていただいたのが，教育というのは学校教育と社会教育の２つがあると
いうことで，学校教育は明らかであり，学校教育以外はすべて社会教育なんだと。
だから，学校に行っていない若者たちのいろいろなサークルを公民館で作ったり。
それから，当時高齢者学級というのがあった。だから本当に学校を卒業してから
か，学校へ行く前の子どもたち，それ以外は全部社会教育なんだと。だから社会教
育の分野というのはものすごく広くて，そして大事なんだと。ある意味学校を卒業
してから，ずーっと社会教育の中で私達は市民として育っている。という風に教
わってきたので，５ページの各計画等との関係ということで，生涯学習という広範
囲な視点も必要なことからと書いてあるが，社会教育こそがものすごく広範な視点
で，いろんな計画が練れる。そして実行されていくという風に私はずっと思ってき
た。いつ頃から生涯学習という概念が入ってきたのかはわからないけれども，私は
ここに生涯学習というのは入れないで，それこそ社会教育が中心なんだというこ
と，ある意味生涯学習は上から，当時の政府から突然入ってきたと私は理解してい
るけれども，そういう意味ではここに生涯学習っていうのがなぜ入ってくるのかが
よくわからないという意見である。

意見交換会では，Ｎｏ１４のとおり，参加者から御意見をいただいたところです
が，調布市社会教育（素案）の資料編「１　調布市における社会教育」に調布市の
取組を記載しております。

６ページ

14

一応私は公民館を考える市民の会という会の中では，社会教育とは生涯学習の概念
で括られてしまっているけれど，その中で社会教育とは学校教育以外の市民のあら
ゆる場での自由な学びで組織的な教育活動である。組織的な教育活動という風に
なっているのがポイントかと思っている。
　前に出前講座を利用者会議かなにかがとったときに，生涯学習っていうのが全部
大きくて，その中に学校教育も社会教育もありますと生涯学習推進課の課長が言っ
ていた。そんな説明を前に受けたことがある。

６ページ

15

本当に社会教育の理念というのはすごいと今更ながら思う。しかし問題なのは，こ
の理念が本当にこの調布市の町で活かされているかどうかということである。そこ
がやはり，上にあってというのではなく，やはりそういう市民の。こんなに素晴ら
しい理念のもとに社会教育計画が練られているのだから，それをどうやって私達は
もっともっと広げていくか，本当にこの通りである。多様な人，子どもを地域で育
てる。全くその通りで，何も言えないというか，すごいなと改めて思う。

調布市の社会教育が目指す将来像「学びが広がり　人がつながり　みんなの願いで
つくるまち」を目標に市民と行政が将来像を共有し，ともに実現に向けて取り組ん
で参ります。

８ぺージ

16

目標１の子どもを地域で育てるについてだが，第一の目標かといわれるとそうでは
ないと思う。もちろん大切なことだが，大人も育てるのが社会教育なのでは。子ど
もと限定するのはどうか。否定しているわけではないが，そのように感じた。

調布市社会教育計画の目標，施策については，調布市社会教育計画策定ワーキング
グループ会議において，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画を引き継ぐ
こととしており，「目標１　子どもを地域で育てる」としております。

第２章　計画の基本となる目標と施策

案 No 御意見等の概要 市の考え方

１１ページ

17

子育て親育ちといって，子育てをする親自身も学ばなくてはならない。国立の公民
館保育は，色々な議論はあるかと思うが，単に子どもを預けるのではなく，親自身
の成長が大切である。

公民館では，就学前の児童を持つ保護者を対象に，家庭教育講座や市民文化教室，
成人学級などの公民館主催事業を保育付で実施しています。これら保育付事業で
は，連続性とテーマ性を持たせた相互学習を通じ，それぞれの保護者が抱える家庭
や地域での課題や悩みの解決や保護者自身のきずき，成長につながるよう取り組ん
でおります。
図書館では，大人向けに絵本の読み聞かせ講座を実施しております。非常に好評な
講座で，参加者が学校や保育園，幼稚園で読書活動を広げていこうという意欲を感
じるとともに，このような活動を支援していくことは大切であると認識しておりま
す。大人が真剣に学ぶことで，子どもにも良い影響を与えることに繋がると考えて
おりますので，大人向け事業も引続き実施して参ります。
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項目 No 御意見の概要 市の考え方

１１ページ

18

子育ての支援というところで，子どもの権利として，子どもの育ち，子ども自身が
学ぶというところが抜けている。子どもを地域で育てるというのは，大人の目線で
ある。子ども自身の事業が入っていたら良いと思う。

１１ページ

19

目標１子どもを地域で育てる。私達は今まで子どもを地域で育てるという風に考え
てやってきた。今もそんな感じでいると思うが，やはりこの新しい時代の中で特に
調布市は社会教育の各自治体の先駆を行っているということなので，子ども感を少
し変えたいと思う。ということは子どもというものは，命あるものはすべて学びな
がら自ら育つという子ども感がある。そういうことを考えると，私は地域や誰かが
やってあげて育つものではなく，子ども自ら育つならば，私は子どもが育つ地域を
作るというのが行政の仕事，私達の仕事じゃないかと思う。子供が育つ地域を作る
にするというか，子どもを地域で育てるを変えたいと思っている。
子どもが育つ地域を作る。やはり，自然や文化や子どものまわりにそういうものが
あれば，子どもは自らそこから学び育つというところが世界的に言われている。
　私たちが何かをしてあげるというのは，そういうことはもう考えを変えなきゃい
けない時代になってきたと，自分の育つ力を子どもは持っている。
子どもを地域で育てるというのは，育ててあげるになってしまう。だから，普通は
この言葉できているが，ちょっと調布の社会教育は各自治体の先駆を行くならば。

１１ページ

20

家庭教育のところが支援していくとあるが，家庭教育は公民館の家庭教育事業を予
算の中でやっているし，社会教育課でも補助を出していたりするが，家庭教育に対
してもっとアプローチが無くて良いのかと疑問には思っている。

「１－１　地域での子育て支援」の本文にあるとおり，家庭教育事業にも取り組ん
で参ります。

１２ページ

21

目標１子どもを地域で育てる，ということは，私も大事だと思う。子育てを通じ
て，地域とつながることは大事である。地域の人が，学校活動に参画する機会がな
い，地域での交流が学校だけで完結するというところがあるので，多世代での交流
があると良いと思う。地域のつながりがないと，騒音がうるさいというような意見
が出てきてクレーム対応になってしまう。地域の人を巻き込んで，地域の学校を作
る，地域で子どもを育てる，その拠点として公民館も位置づけられると良いと思
う。公民館が子どもたちに開放されていないのではないか，子どもがサークルを作
り活動することができていない。学校外の活動の場として，子どもたちだけのグ
ループに公民館の利用を認めるということを柔軟に行うことが必要なのではない
か。学校や保護者だけでなく，地域の大人が子どもをサポートする，近所の大人が
鳥や植物について教えてくれる，という関係性をつくることが，地域の見守り・安
全につながると思う。このことは，子どもだけでなく，高齢者にも言えることだと
思う。高齢者の実態調査を行っているが，民生委員だけでなく，どこにだれがいる
ということが，みんなにわかるようになると，豊かな地域になるのではないかと思
う。子どもを中心に地域をどう作るかが大切である。学校とも相談したい。

公民館では，小・中学生を対象にした体験教室など青少年事業の実施や自習室とし
て諸室等を開放することなどを通じて，学校外の活動の場として公民館利用を促進
しています。これまでも，中学生や高校生のバンドが，保護者の承諾書を提出し活
動拠点として施設を利用していた実績があるほか，中学校吹奏楽部，バトントワリ
ング部等が，学校以外の部活動の練習の場として利用するほか，ボーイスカウト，
子ども会等の地域の子ども関係の活動団体が施設を利用しております。
また，地域文化祭における近隣学校の作品展示，健全育成推進地区委員会，子ども
会等と連携した子ども向けのイベントの開催や連携講座の実施など近隣学校との関
係強化に取り組むとともに，子ども向けの主催講座を実施して，地域の子どもたち
の施設利用の促進に取り組んで参ります。

１５ページ

22

多様な人々の社会参加を図る学び，というのはちょっとおかしいのではないか。多
様な人々が社会参加して学ぶ，というのだったら良いと思う。図ることを学ぶ，と
いう風になっている。これだと行政がやってあげる，という風になっている。
図るというのは，勉強するからおいでというような計画を出してもらって，集いを
つくるわけである。このあたりはやはり変えるべきではないかと私は思う。

意見交換会で社会教育委員から説明させていただいたとおり，多様な人々がまず学
びに参加でき，学ぶことで成長し，社会に参加していけるような学びがあると良い
という意味で記載しております。

１６ページ

23

図書館について，調布はかつてデイジー教材をつくるなど精力的に取組んでいたと
思う。今の動きは把握していないが，調布の特色だと思う。それを計画に書き込む
かどうかは別として，今後も大切にしていってほしい。

図書館での音訳，点訳，デイジー，マルチメディアデイジー図書の作成などの利用
支援サービスについては，公立図書館の中で，調布市は高く評価をいただいており
ます。宅配サービスについても早くから取組み，都内の自治体において，調布市の
取組みを参考に新たに取り組むという事例もあります。今後も，広報等を含め積極
的に取組んで参ります。

調布市社会教育計画の目標，施策については，調布市社会教育計画策定ワーキング
グループ会議において，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画を引き継ぐ
こととしており，「目標１　子どもを地域で育てる」としております。
頂いた御意見については，今後の取組の参考とさせていただきます。

5



項目 No 御意見の概要 市の考え方

１６ページ

24

公民館の成人教育の実施というところで，多様な人々の社会参加を図る学びという
ところにあるなら，もう少し違う言葉で表現してはどうか。みんな同じような表現
で書かれていてもったいない。一緒につくるとか，もっと表現があると思う。みん
な同じような書き方をしている。公民館は色なんことをやっているというところ
で，具体的なかたちでそれぞれのキーポイントが入れられると良い。

公民館成人教育事業は，講座，講演会，教室，コンサート，学級など多様な実施形
態で実施しており，障害者理解を促進するための事業も含め学習テーマが多岐に渡
るため表記の事業概要にさせていただいております。また，公民館成人教育事業
は，「2-1障害のある人とともに歩む学び」のほか，「2-3差別や偏見のない社会
をつくる学び」や「3-1地域でともに学ぶ機会の提供」の対象事業となっているこ
とから，事業概要ではそれら施策を包含した表現としています。

１６ページ

25

小中学生で，母親が外国籍というのはめずらしくない。外国籍の保護者が孤立しな
いような取組が必要である。

１６ページ

26

学校で，外国籍のお母さんとは連絡が取れず，お父さんじゃないと話ができないと
いうことも聞く。孤立させないための地域での取組が必要である

１６ページ

27

保護者が日本語を分からなかった場合，子どもの方が早く日本語を修得するとい
う。学校で必要な手続きをする時は，来日した際に，通訳と関わる機会があるよう
で，その方を連れてくる。いろんな言語で資料をつくるというのは，学校でも難し
いのが現状である。ボランティアを探しやすい環境を整備していくというのが社会
教育の中でできることなのではないか。
　コミュニティスクールが来年から調布でも全校ではじまる。その活用についてど
のようにしていくか議論を重ねていければかなり違ってくると思う。
　その動きの中で学校運営協議会から教育委員会へ意見を出すことも出来るように
なる。
　学務課が外国籍の児童・生徒の受付になると思う。困った時の拠り所に関して，
どこかで方向性が示せるようだと良いと思うのだが。

１６ページ

28

そういう（外国語を母語とする）人たちを事業の対象として，実施し引っ張りだす
とか社会教育的な形で実施できればと思う。こちら側も多文化理解につながり，両
方の育ちに繋がるのではないかと思う。

１６ページ

29

そういう（外国語を母語とする）人たちには事業の事も伝わらないかもしれない。
情報が行きわたるようにしてほしい。

１６ページ

30

外国にルーツのある市民というのがいろいろ複雑である。例えば在日の人もそうだ
し，大きくなってから日本に来た人もそうだし，いろんな人がいる。もちろん具体
的なところは必要なときに分けて考えるだろうが，単純に外国にルーツがある人と
言っても障害がある人もそうかもしれないが，単純にパッと括ってもそれぞれいろ
いろ別個にあるので，そこらへんを無視して決めてしまっていいのかと気になっ
た。問題はそれぞれ色々である。障害がある人の障害もいろいろだ。それに変な
話，外国にルーツのある人というのは，もし自分が外国で暮らすようになったら関
係してくるのかもしれないが，障害というのは，別に今障害をもっているから関係
しないというわけではない。そこらへんのことは加味してもうちょっと丁寧にやっ
てほしいと思う。

調布市社会教育計画の目標，施策については，調布市社会教育計画策定ワーキング
グループ会議において，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画を引き継ぐ
こととしております。目標２については，調布市社会教育計画策定ワーキンググ
ループ会議でも障害の捉え方等について議論があり，素案の形となりました。
頂いた御意見については，今後の取組の参考とさせていただきます。

調布市は，平和と国際交流の推進を基本計画の施策に位置付け，地域の国際化を図
るため，市民を中心とした国際交流を進める組織である調布市国際交流協会と連携
し，各種取組を行っています。具体的に，外国にルーツを持つ児童・生徒等の日本
語指導，子育て中の外国人への支援，日本語学習支援，通訳・翻訳ボランティアの
活動を行うほか，調布市国際交流協会及び東京都つながり創生財団と連携し，外国
人の多様な生活相談に対応するため多言語に対応可能な通訳者を配置し，弁護士や
税理士など専門相談員が一堂に会する相談会を実施するなど，外国人市民が地域で
安心して暮らしていけるよう様々な取組を行っています。また，広く市民を対象
に，多様な文化への理解を深め，市民の国際感覚の醸成にも寄与できるよう，各種
国際交流事業や，様々な国の歴史や文化を紹介する国際理解講座の実施などを通じ
て，多文化共生の地域づくりを進めて参ります。
併せて，市公式ホームページに英語，中国語，韓国語だけでなく，やさしい日本語
への翻訳機能も導入し，外国人が市政情報を得やすい環境整備に取り組んでいま
す。今後も共生社会の充実に向けて，外国人を対象とした情報提供を行って参りま
す。

調布市教育委員会では，学務課での手続の際及び手続後の学校での面談に，保護者
の友人等通訳が出来る方と同行してもらうようお願いしています。また，学務課に
おいて，外国籍児童・生徒の最初の手続き先として，手続の際に児童・生徒に対し
て日本語教室の案内をしています。
そのほか，調布市教育委員会では，外国籍や日本語を母国語としない児童・生徒に
対する支援を行っています。毎週水・土曜日の２時間，調布市教育会館内で，調布
市国際交流協会から派遣されたボランティアが，主に個別指導で，日本語の読み書
きや日常の生活用語等基本的な日本語の指導を行っています。また，日本語指導の
個別対応を必要とする児童・生徒が在籍する学校へ，臨時講師を派遣し，日中の授
業中や放課後に，日常生活及び学習活動で必要な日本語の指導を行っています。今
後も，引き続き，言語によって学習や生活に支障が生じないよう支援の充実に努め
て参ります。
また，公民館国際理解教育事業では，外国にルーツのある市民との相互理解を深め
るため，様々な国の歴史や文化の紹介など幅広いテーマの講座を実施しておりま
す。その他，これまでに，成人学級と市が共催した事業に外国語を母語とする方が
参加した際に，英語が話せる成人学級のメンバーが通訳をした事例などがありま
す。外国にルーツのある市民を含め多くの市民に広報し，調布市国際交流協会など
関係機関と連携するなど，外国にルーツのある市民と地域住民の相互理解を深める
取組を推進して参ります。

6



項目 No 御意見の概要 市の考え方

１６ページ

31

２－２国際交流につながる学びの部分については，外国にルーツのある市民のみな
らず，東京オリンピックでつながりのできたサウジアラビアや，包括連携を結んで
いるケベック州等との連携も視野に入れられるのではないかと思った。

調布市では，２００２年サッカーワールドカップ日韓大会でサウジアラビア代表
チームのキャンプ地として公認されたことを機に，様々なイベント等を通じてサウ
ジアラビアとの交流を継続してきました。東京２０２０大会では，これまでの交流
の経過を踏まえ，調布市が同国のホストタウンとして承認され，その交流を更に発
展させています。具体的な取組として，包括連携に関する共同宣言に基づき，「映
画のまち調布　シネマフェスティバル」開催期間中に，カナダ・ケベック州で制作
された映画の上映会と，ケベック映画に関するプチ講座を行っています。令和４年
度に開催するシネマフェスティバルにおいては，市役所前庭で，カナダ・ケベック
州に関連するサーカスアーティストによるパフォーマンスのほか，演奏会やキッチ
ンカーでのフード販売を行う予定です。あわせて，文化会館たづくり内でカナダ・
ケベック州に関する展示も行うことで，国際理解を深める取組を推進します。

いただいたご意見は，公民館国際理解教育事業を企画，実施していくうえで参考と
させていただきます。

17ページ

32

事業に公民館国際理解教育事業の実施のところで，外国にルーツのある市民との交
流・共生を深める取組につなげていく。と書いてあるが，そうするとこの計画が外
国にルーツのある市民じゃない方のもののような感じがしてしまう。外国にルーツ
がある市民も同じ市民なのに，外国にルーツがない市民だけの立場から書いている
ような感じがしてとても気になる。
例えば，ここにずーっと住んでいる人もいれば，最近引っ越してきたという人もい
る。前からいる人だけが市民だなんて言われたら嫌だと思う。

公民館国際理解事業では，外国にルーツのある市民を含め多様な市民を参加者とし
て募集することや講師として外国にルーツのある市民を招くなど，様々な国の歴史
や文化の紹介など幅広いテーマの講座を通じて，外国にルーツのある市民を含めた
市民相互の交流を深める取組を進めております。

18ページ

33

地域の課題というのは，市民自らの気づきによって課題になる。課題が上にあっ
て，それをみんなが見てそれが課題かと言うのではなくて，日々の生活の中で，こ
れがおかしいと市民が気付いて，それが初めて課題として意識されるということ
で，課題が最初にあるのではない。市民の気づきがあるということが大事な事じゃ
ないかと思う。

御意見にあるとおり，市民が自主的な社会教育の活動を活発に行える環境づくりに
努め，行政と市民がよりよい地域社会の実現に取り組み，育み合う関係を構築する
ことを目的に取り組んで参ります。

18ページ

34

３－１のところに子どもから大人までが地域課題の調査，発見，解決を目指した多
様なテーマの学習を通してとあるが，課題があるような講座をひとつやるのもひと
つのパターンであり，社会教育はどちらかと言うと学びを通じて仲間づくりをし
て，そこから地域ってこんなところだったんだとわかって，こんな課題があったの
かと気付くような逆のパターンも社会教育の場合は狙いだと思う。これを両方併記
するか，逆転していないかという思いはある。
　学習の成果を地域に還元できるような，というところがもう少し柔らかい表現で
ないと，ノルマ感が強いと思う。

3-1の該当部分の表現ついては，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画の
記載を引き継いでおります。また，課題を認識する方法については，市民ひとりひ
とりのありようがあると認識しており，市民が自主的な社会教育の活動を活発に行
える環境づくりに努め，行政と市民がよりよい地域社会の実現に取り組む，育み合
う関係を構築することを目的のひとつとして取り組んで参ります。

18ページ
35

還元するために勉強しないといけないように見える。

18ページ

36

地域とまちの使い方はどういう使い方をしているのか。前は地域という言葉を使っ
ていて，今度はまちを使っている。私は学びを通じた地域づくりの方がスッとく
る。
まちづくりというのは学びだけではない。ということになると，私はどちらかと言
えば，学びを通じた仲間づくりみたいな感じがピンとくる。

調布市社会教育計画の目標，施策については，調布市社会教育計画策定ワーキング
グループ会議において，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画を引き継ぐ
こととしており，地域とまちについても現行計画の表現を引き継いで使用しており
ます。
頂いた御意見については，今後の取組の参考とさせていただきます。

7



項目 No 御意見の概要 市の考え方

２０ページ

37

学校教育との連携というところで，前は子どもの視点で書かれていたが。今回は違
うようだ。子どもが身近な地域を知るとか，そういった視点のところが書かれてい
ない。

次期基本計画では，「施策２１　地域ゆかりの文化の保存と継承」における「ねら
い」を「地域ゆかりの文化資源や歴史・文化遺産を保存・活用することにより，次
の世代に継承し，ふるさと調布に対する愛着を育みます。」としております。
広く「市民」を対象とした基本的な考え方であることから，次期社会教育計画にお
いては，「３－２　地域ゆかりの歴史・文化を学習する活動の推進」のリード文
に，その趣旨を反映させることとしております。
また，個別の事業である「学校教育との連携事業の推進」では，令和２年度の学習
指導要領（小学校）の改訂や，学校と連携した教育普及事業実施後のアンケートの
内容を加味し，実物に触れることのできる機会の創出をより意識した記載としてお
ります。

２１ページ

38

ＰＴＡの置かれている状況というのは，もう，単にサポートしていくというところ
ではないと思う。優秀なＰＴＡであれば自分たちの力でどんどんやっていくという
事例もあるようだが，そうでなければ擦り付け合って成り立たせているところもあ
る。
　自主的な組織だから行政が口だすのはあまりよくない。しかし，つぶれかけた組
織を活性化させるような，促進を図るというだけでない取組が必要。
　平日の昼からやるのはしんどいようだ。ＰＴＡ改革というか，自主的な組織であ
るから行政がやるのはあまり好まないが，ある程度は行政の責任であり，踏み込ん
だ方が良いのではないか。

ＰＴＡは，教員と保護者で構成され，学校行事の運営補助等，様々な事業を通し
て，学校運営を側面から支えていただくとともに，学校長をはじめとする教育関係
者と協働して，学校が抱える諸問題の解決に御尽力いただいていると認識しており
ます。
今後とも，市内各校におけるＰＴＡの皆様には，市の教育・子ども施策に御理解・
御協力をお願いするとともに，引き続き，各学校の教育活動を側面から御支援いた
だきたいと考えております。
今後も，市内各校におけるＰＴＡの活動については，ＰＴＡ連合会との連携を図り
ながら，教育委員会としての必要な支援を検討して参りたいと考えております。

２２ページ

39

　方針の中で，公民館の活動として，学習を通した市民参画の推進が記載されてい
るが，公民館を通した地域の課題の掘り下げができていないと感じる。勉強会や文
化祭を行ったりしているが，参加者みんなが，なかなかそういう気持ちにならな
い。調布市の公民館を考える市民の会という組織が中心になり，東部公民館におい
て，２００４年から文化祭で公開学習会を実施している。地域との広がりをどう作
るかをメインテーマとして，大学教授や他の元公民館館長，商店街の方を呼んで，
勉強会を行っていた。２０１８年からはテーマを変えて行っていた。コロナ禍で近
年はできていなかったが，今年は，「地域のつながりと私たちの平和　今の時代に
思うこと」というテーマで，座談会を行った。桐朋学園の先生，若葉地区の地区協
議会の方，若葉自治会の方，緑ケ丘・仙川街づくり協議会の方を呼んで，意見交換
を行った。地域で，平和をどう守るかがテーマとなり，隣の人をよく知ることが大
切だということになった。こういう活動を公民館で行っていくことが大事である。
ただ，どう広げてくか，ということが課題であると思う。公民館の活動も自分達の
サークルの活動や発表等がメインとなり，地域の課題を検討する機会を設けても，
その時だけであり，途切れてしまう。どのように広げてくか悩ましいところであ
る。

ご意見にありますとおり，今年度東部公民館では，プレ文化祭のイベントのひとつ
として「地域のつながりと私たちの平和　今の時代に思うこと」というテーマで，
座談会を実施いたしました。地域のつながりや平和をテーマに地域で活躍されてい
る皆様から貴重なご意見を伺い，改めて生活課題や地域課題の解決に向けた意見交
換の重要性を認識いたしました。今後も公民館が地域の学習拠点となりうるよう，
地域の皆様との連携，協力関係を維持，向上しながら，生活課題や地域課題の解決
に活かされる事業展開に努めて参ります。

２２ページ

40

社会教育委員について，調布は公募委員を設けていなようだが理由はあるか。公募
委員は良し悪しで，公募委員になる人は癖があるとか言われる。やりたいという人
にその機会は必要で，学識者だけでなく，公募も検討してみてはいかがか。

「社会教育委員及び公民館運営審議会の委員の委嘱の基準を条例で定めるに当たっ
て参酌すべき基準を定める省令」において，社会教育委員の委嘱の基準等を「学校
教育及び社会教育の関係者，家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験
のある者の中から委嘱することとする。」とあるように，条件が限られていること
から，公募は行っていないところです。

8
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２２ページ

41

昔は夢会議と言っていて，会議でいろいろな話をしていたのに，いつの間にか作文
を読み上げることになっていた。発表会というよりは，前のように話し合う夢会議
のようにはできないのか。調布市ではないところだが，実際に子ども達が議論や会
議をして，それが実際に市の政策に反映されていくという所があると聞いたことが
あって，できればそういう方がいいなと思う。

２２ページ

42

夢を語って希望を持つという単なる発表の場と，例えば川崎市や町田市は子どもの
権利条約を活かした子どもの意見表明の子ども会議がある。だから私達はやはりど
んなことでも子どもに関わることは子どもに聞きなさいということがあるので，ど
こかで子どもの今言ったように子どもの遊び場が欲しいとか，そういうことの意見
と夢は違うと思う。だから私は夢発表会を聞きに行くが，それはそれで良い。子ど
も会議みたいなのを検討して入れていただけたらと思う。

２２ページ

43

若い世代をどう取り込むかという話について，アンケート結果を見ると，団体の回
答は，高齢者が多く，自分の学習的な内容に関心があり，社会的な課題への関心は
低い。だが，個人の回答は，若い世代が多く，生活困窮者，ヤングケアラー，性的
マイノリティへ等の社会的な課題への関心が高い。公民館では，このような課題の
講座もなく，公民館は若い人のニーズに応えきれていないのかもしれない。子ども
は公民館に関心がある。陶芸教室，生け花教室があり，文化祭でゲームを行ってた
りしている。成人，働いている若い方や学生にとって，公民館は遠い存在であるの
で，どう取り組むかが課題であると思う。

公民館では，平日の日中に学校に通われている方や勤めている方など公民館の利用
が少ない方々の利用を増やしていくことが課題であると認識しております。公民館
の利用が少ない方々の利用促進に向けて，講座，教室など主催事業の土日開催やオ
ンライン開催など平日日中の参加が難しい方々に寄り添い，参加し易い環境を整え
て参ります。

２２ページ

44

東部公民館の周辺には学校が多い。私立学校は協力的だが，公立学校はガードが固
く，チラシの配付もできないでいる。また，現在の公民館運営審議会の構成委員に
は，学校長やＰＴＡ連合会の会長等が数年前から選出されていないため，公民館の
活動を学校側に周知する方法がないことを残念に思う。学校側から公民館でこんな
活動して欲しいというような，相互の交流が持てると，もう少し地域の活性化につ
ながるのではないかと思う。大阪府豊中市の公民館運営審議会を傍聴する機会が
あったが，夜間に開催していることもあり，地域の方や，民生委員，大学の先生，
幅広いメンバーが参加していた。調布市の公民館運営審議会委員の構成も今後検討
していく必要があると思う。調布市でも今後，公民館運営審議会を夜間に開催する
なども傍聴人も増えるかもしれないので，検討する必要があると思う。

公民館運営審議会は，年６回定例会を開催し，公民館運営審議会委員から寄せられ
たご意見，ご要望は，公民館の運営や講座，教室など公民館主催事業の企画，実施
に反映させていただいております。委員の選定にあたりましては，学校教育や社会
教育，家庭教育など幅広い見識をお持ちの方々を選出できるよう努めて参ります。
また，公民館運営審議会の夜間開催つきましては，公民館運営審議会委員の参加可
能時間帯の確認などを通じて必要に応じ検討して参ります。

２４ページ

45

障害がある方が総合福祉センターだけで活動するのではなく，地域で一緒に活動で
きたらと思う。遅くなったが，東部公民館にエレベーターが設置されることになっ
たので良いことだと思う。バリアフリーは必要である。

東部公民館では，令和５年度までに車いすで乗降可能なエレベーターの設置を予定
しております。これまで高齢者や障害者など階段を利用することが困難な利用者の
利便性向上と利用促進につながり，また，地域住民にとって交流の拠点となってい
る公民館の活用用途の拡大や利用促進につながるものと考えております。
北部公民館では，エレベーター，車いす対応のトイレ，入口にスロープを設置する
等，施設のバリアフリー化を図っています。
西部公民館は西部児童館との合築の２階に位置しています。バリアフリー状況につ
いては，スロープやエレベーターの設置に併せ，誰でもトイレが設置されていま
す。

これまでの経緯としましては，平成10・11年度で開催した子ども議会は，市議会
と同様の形式で開催しましたが，議会形式だと子どもたちの声がきちんと聞こえな
い，中学生の自由な意見表明の場が大切であるということで，平成12年度から
は，子ども議会形式の反省を踏まえ，調布っ子夢会議として，討議形式で平成17
年度まで実施して参りました。その後，平成18年度からディベート形式を取り入
れて開催しておりましたが，中学生には，社会を明るくする運動において，意見表
明の場もあることから，２４年度以降は，意見表明の場の少ない小学生の意見発表
としております。
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２０ページ，２４ページ

46

今，郷土博物館はいまいちだ。魅力的でない。しかし，社会教育施設は学習の場で
あり，利益追求する場ではない。集客になってしまうのではなく，杉並では，学校
教育支援になってしまっているが，そうはならないでほしい。長い目で資料を大事
にする視点が必要であると思う。単なる集客ではなくて，地域を理解する視点が必
要。

郷土博物館の魅力は，博物館の実物資料を間近で見る感動，展示や講演会等の事業
を通じて人と人とが交流できる豊かさ，地域の歴史や文化に触れて現在の日常風景
に重ねて見たり，将来へのつながりを感じることができる面白さなどにあると考え
ています。
そのため，郷土博物館では，郷土の歴史や博物館の魅力をより多くの市民に伝える
ことができるよう，館内外における展示のほか，学校と連携した教育普及事業，公
民館との連携事業，市民グループへの出前講座など，様々な取組を展開していま
す。
ご意見の内容に関しましては，「３－２　地域ゆかりの歴史・文化を学習する活動
の推進」のリード文に「資料の収集，保存，調査・研究，展示・普及の取組」を推
進する視点や「身近な地域を再認識する」視点を記述しています。また，「郷土の
歴史・文化を核とした博物館事業の推進」の事業概要に「資料の収集・保存」の視
点を追記いたしました。

２３～２８ページ

47

１は市民参加，２はＩＴ化でハード面，３はネットワーク化でソフト面，４は前回
と一緒か。
　必要なことはわかるが，ハードとソフトが一緒になっていてわかりづらい。

調布市社会教育計画の目標，施策については，調布市社会教育計画策定ワーキング
グループ会議において，市民の意見を多く取り入れ，策定した現行計画を引き継ぐ
こととしており，地域とまちについても現行計画の表現を引き継いで使用しており
ます。
頂いた御意見については，今後の取組の参考とさせていただきます。

２８ページ

48

これだけでは見えてこない部分がある。公民館は成人の，現役の世代が利用しない
といわれているが，一つだけ定期的に利用しているところがある。それはマンショ
ンの管理組合。あれは，バリバリの現役の世代。あれは，横のつながりはない。こ
ういうところは意外と見えてこない部分である。見えてきている部分でいえば，防
災の面。公民館だけを見ているとわからないところもある。福祉の面など。社会教
育にこだわらず，もっと広い視点で見る必要がある。これは私の個人的な意見。

普段公民館を利用しない方に対しては，公民館を知っていただくことが重要と考え
ておりますので，そのような方が来館した際には，施設の周知を図るよう取り組ん
で参ります。また，公民館では，防災座談会や防災講演会を地区協の皆様と連携し
て実施しており，また福祉の視点では，高齢者の健康づくりや生きがいづくりを目
的に，高齢者が抱える不安の解消や知っておきたい制度を学ぶ高齢者対象講座やシ
ルバー教室を実施しています。今後も市民ニーズに沿った事業展開に努めて参りま
す。

２８ページ

49

公民館の職員が重要であると考えている。職員が，利用者に違う方向性のアイデア
や，また，こんなサークルもありますよ，という紹介するなど，つながりを広げて
く。職員がキーパーソンとなると思う。職員の固定化は難しいのかもしれないが，
職員が重要な役割を占めるため，職員の専門性を高めてもらいたいと思う。職員が
半年で交代することもあるので，地域でのつながりを作る前に職員が異動してしま
うと，その重要な役割を担うことが難しくなることは問題だ。市民だけでは良いア
イデアがない時に，職員からも，他の公民館でこんな方法で成功した例があるとい
うようなアドバイスを貰えたらと思う。市民も育たなければならないと思うが。

地域コミュニティの希薄化が課題となる中で，公民館職員が核となり持続可能な地
域づくりを学習面からサポートしていくことは重要です。各々の職員が地域住民の
負託に応えられるよう専門性を高める努力は勿論のこと，職員が地域住民との連
携，協力関係を維持向上しながら，地域の活性化や連帯感の醸成につながる支援を
継続して参ります。
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２８ページ

50

公民館の職員，館長の在任期間を長くしてほしい。長くて３年で引継ぎも十分とは
言えない。図書館は長いような気がして，公民館は一番短いように思う。

２８ページ

51

館長級のひとが４月に来て，１０月に移動したり１年で異動したりしている。よう
やく館長の仕事がわかってきたところで異動となってしまっては困る。社会教育と
いうところで，地域に根差した公民館の性質からしても，ころころ変わってしまう
のはいかがなものか。
　人事でいえば，公民館の専門職員も会計年度任用職員で，１年で変わってしまう
ようでは困る。公民館の要は職員である。大切していってほしい。
　人材育成基本方針の定めとあるが，事業をつくっていくのは専門職員である。地
域とつくっていくのは専門職員。きちんと保障してほしい。会計年度で女性だと，
出産するとやめなくてはならない。それでは困る。

２８ページ

52

社会教育関係の職員の方ことがなにも触れられていない，全然。職員の人の力はす
ごく大事で，社会教育を進めていくときには，社会教育課の職員の人たちは地域の
ことをよく知っていて，それから利用者，市民のこともよく知っていないと，先ほ
どまちづくりや仲間づくりと仰っていましたが，関係性が大事である。人と人との
関係性が。職員の人のことがどこにも書いていない。
　社会教育設備のことはもちろん施設は大事だが，そこに人がいる，職員がいると
いうことが大事である。職員の人がいて，地域のことをよく知っていて，利用者の
ことも良く知っている。それで市民や利用者の関係性をつなげていく役目を果た
す。そういうとても需要な役割なので，前にも言ったことがあるが，短期で変えら
れると困る。半年や１年で変わらないでほしい。ご本人もつらいだろうし，こちら
もつらい。調布市ではなく他市だが，最低５年は同じ職場にいる。特に公民館関係
はいないと仕事にならない。そういう規定を設けているところがあると聞いたこと
がある。そこまで細かく規定で決められないかもしれないが，折角知り合って，こ
ちらの希望もわかってもらえて，困ったときに助言ももらえるようになったのに，
パッといなくなられたりすると，また一から関係性を築かなくてはならない。そう
いうのはやめてほしい。だから短期異動させないでほしい。とにかく人が大事。職
員が大事なので。職員の方もいろんな職場を移ってこられるでしょうけども，いき
なり社会教育と関係ない分野から社会教育をやってくださいと言われても困るかも
しれない。自分がもしそうだったら困ると思う。だから研修がすごく大事だと思
う。職員の研修が大事だということも盛り込んでほしい。施設と職員の関係，それ
が公民館の事業とか社会教育課の杉の木青年教室とかいろんな事業を持っている
し，図書館や郷土博物館もいろいろやっている。郷土博物館なんかは地域のことが
わかっていなければ仕事にならない。だからそういうことも含めて職員は社会教育
を支える市民の要となることが多い。だから研修や配置についてちゃんとしてほし
い。そしてそういう内容をきちんと盛り込んでほしい。

今こういうことで困っているから，こういうことについての講座をやってほしいと
か，そういう希望も出せる。市民と共同で企画を作っていくとかってよく簡単にひ
とこと言うけれど，いろんな形で，日々つぶやいていることから職員が拾ってくれ
る場合もあるし，きちんと話し合いをする場合もあり，いろいろな形がある。とに
かく市民だけでなく，要になる職員がいてくれないと動かない面がたくさんあるの
で，ぜひそこらへんよろしく願う。
　職員と地域と書いてあるが，職員そのものや研修のことはない。職員の育成を
図っていますとは書いてあるが，これだけではよくわからない。
４－５の文言のところには少し書いてある。事業のところには入らないのか。

調布市では，市民に信頼され，市民の視点で考える人材の育成に取り組んでいま
す。市の業務は多岐に渡っていることから，職員のスキル・経験など，複合的な要
素を加味し，適材適所の配置となるよう配慮しているところです。今後も継続的な
事業運営を図る視点も含め，適正な職員体制の構築に努めて参ります。

公民館では，講座，教室など公民館主催事業の企画・実施や公民館利用団体の活動
を支援する専門員を各館２人配置しております。また，専門員を含め全職員が社会
教育に関する知識の習得，資質の向上に向けてOJTなど様々な職員研修を実施し
ております。
図書館では，引き続き図書館司書の配置や，職務に必要な研修受講に努めてまいり
ます。
実篤記念館では事業及び総務担当の正職員６名，事業担当の非常勤職員５名の全員
が学芸員資格を持ち，事業の専門的な業務を担い，人材を確保しています。また，
総務係の管理・運営を担当する職員も博物館施設として求められる内容を理解した
上で，実篤記念館の運営に当たっております。研修は，文化庁，日本博物館協会，
全国美術館会議などで開催する学芸員研修を定期的に受講し，人材育成，専門職員
としてのスキルを高めるように努めております。
郷土博物館では，博物館における専門職員として学芸員を配置しています。博物館
の基本機能である博物館資料の収集，保管，調査研究，展示・普及に関する国や都
教育委員会等が実施する専門研修の積極的受講を継続してまいります。また，令和
5年4月1日施行の博物館法において，学芸員以外の職員もその資質の向上のため
に必要な研修の対象として追加されたことから，館全体で市民の郷土に関する教
養，学術及び文化の発展に寄与できる人材の育成に努めてまいります。
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項目 No 御意見の概要 市の考え方

２８ページ

53

公民館を利用していると，職員の存在がいかに大きいかというのをすごく感じる。
本当に職員にいろいろサポートしてもらって，小さいこと，例えばビデオが映らな
いからどうすれば良いかといったことだが，職員がいなければ私達は何もできな
い。本当にそういう状況。それから，公民館のいろんな企画も全部職員がやってく
ださるわけだから，いい企画だなと思えるのも，職員がいなければただの貸館に
なってしまう。私達が昔中央公民館を利用していたときから，入口すぐ右側に職員
がいて，まず挨拶をしてから道具や備品を借りたり，保育の問題を解決したりして
いた。それが無くなって，別の施設を使うのがどれだけ大変か。椅子が足りなくて
も持ってこれないし，道具も無い。セロテープ１個だって貸してくれるところはな
い。無くなって初めて公民館の存在の大きさに気付いた。そこにはそういう職員が
いるということがどれだけ大事かというのがあるので，そのへんもぜひひとつ施設
には。そこが公民館と貸し部屋との違いである。地域センターも職員はいるだろう
が，きちんと社会教育基本法に則った公民館というのは，そこにすごく大きな意味
があると思う。付け加えにはなるが，ぜひそこは入れてほしい。市民の意見を聞
き，というところだって，聞いてくれるのは職員なわけだから。地域のいろんな問
題も，結局公民館があるからそこに行って職員と連携しながらということだから，
ある意味施設，建物も大事だけれども，職員は絶対不可欠な存在だと思う。
　公民館こそ，地域の中の公民館なわけだから。地域の実状を知ったり，やっと話
ができるようになったのに変わってしまった。私は本庁の職員も新卒で入ったり，
途中入社もあるだろうけど，公民館を３年くらい経験すると，地域の人，市民と話
さざるを得ない。いろんな市民が子どもからお年寄りまで公民館を利用するから，
いろんな人と話して，願いや要望を聞かなくてはいけない。だからすごく職員とし
ていい勉強の場になるのではないかと思っている。職員は色々な場を経験していく
と思うが，公民館という場は市民と向き合う場で，いろんな市民がいるということ
もそこで学んでほしい。うるさい市民も，話しやすい市民もいるでしょうし，そう
いうことを学ぶ場としても。だからその職員を半年や１年で変えてしまうというの
はとても残念な人事である。そこは難しいと思うが。

２８ページ
54

施設のところはだめか。４－２のところ。

※御意見は，原則，いただいた原文を基に掲載しています。

12


